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1緒 言

明治5年,日 本に始めて 「学制」が公布さ

れてか ら早や110年 の歳月が流れた.そ の間

日本の小学校教育は紆余曲折を経ながらも,

今日では確実に義務教育として,日 本国民が

心身共に成長発達する一時期をすごしている.

この110年 の間に日本の社会は著 しく変化

した.当 然,学 童の生活も変化 したと思われ

る.そ こで私共は 「学制」による小学校創設

の明治 より,第 二次世界大戦前ごろまでの学

童の衣生活を中心に,そ の周辺の生活や背景

等について調査研究を行うことにした.

第1報 は埼玉県浦和市と群馬県前橋市の調

査結果を中心に,学 童の生活をとりまく,教

育,社 会や経済情勢その他 について報告する.

II資 料

(1)文 献

学制百年史 埼玉県教育史 浦和市史

群馬県教育史 前橋市史 その他文化史

歴史書 新聞 雑誌 小学校教科書等

(2)浦和市内,前 橋市内小学校開校百年記念誌

(3)小学校卒業写真 クラス写真

(4)古老よりの聞きとり

皿 「学制」公布当時の政治,社 会

情勢と学校教育の変遷

徳川幕府が崩壊して新 しくできた明治政府

は,矢 継早に新 しい政策を断行 した.

明治2年(1869年)新 政府は大名に版籍

奉還を命 じて大名の領主権 を接収 し,

明治4年(1871年)廃 藩置県を行って中

央集権を確立し,直 ちに文部省を設立した.

明治5年(1872年)政 府は財政上の裏づ

けのないまま 「学制」を定め,全 国の町村に

必ず小学校を設けて,男 女子とも,6才 以上

の子弟を小学校に入れることを親の義務とし,

これを怠る者を処罪した.

明治5年 に公布 された 「学制」 は,「学事

奨励二関スル被仰出書」1)に よると,

「人々自ラ其身ヲ立テ其産ヲ治メ其業ヲ昌

ニ……」する所以のものは学問である.

「学問ハ身ヲ立テルノ財本……」であると,

学問の必要を個人主義,功 利主義,立 身出

世主義的に説き,学 問はその身を立てるもと

でであるから,そ の費用は自分達で負担する

のが当然であると,受 益者負担の方針を示し

て,学 校の建設,維 持,教 師の給料等はすべ

て町村住民の負担とし,学 童1人 につき25銭
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ないし50銭の授業料をとることも認めた.

しか し当時,学 問の必要性を感 じている者

が少なく,教 科内容も寺子屋のように実学で

なく,教 科書も外国の本の翻訳や,欧 米先進

国の文化攝取のための啓蒙的図書で,直 接実

生活に役立たないものが多く,就 学年数が8

年(上 等4年,下 等4年)と 永い.し かも学

費は自己負担のため,子 弟を就学させれば家

庭の経済を圧迫する.ま た,農 業を主産業と

する埼玉県や養蚕を主産業とする群馬県では

学令期位の子供は農事や家事に従事する等の

理由で,学 校に対する抵抗は大きいものであ

った.

「学制」が公布されたころとはどのような

時代であったかを人々の生活か ら伺うと,小

学校が多 く設立 された明治6年 の新聞2)に,
「……マッチの点火に驚き気絶 した……」と

ある.

明治6年(1873年)政 府 は徴兵令を公布 し

て,満20才 に達 した男子 を徴兵する統一的軍

制を立てた.重 ねてこの年から,政 府は地租

改正に着手し,貢 租 を従来の収穫高から地価

に変更して,豊 作凶作にかかわらず全国一率

にしたので,学 制反対,徴 兵制反対 ,地 租改

正反対の農民一揆が各地に相次いで発生 した.

明治7年(1874年)に は大凶作にみまわれ

て米価が暴騰 し,徴 兵制と学校強制への反対

を主要因とする民衆の大蜂起は,富 豪や学校,

役場をおそい,こ れを焼き拂ったりした.

明治9年(1876年)旧 武士の帯刀を禁止し,

家禄制度を全廃 して秩禄処分を行った.こ れ

は下級の旧武士にとって衝撃であった.身 分

的特権と経済的特権を失った旧武士は,各 地

.で不穏な動きを見せた.

明治新政府はこのように次々と近代化政策

を押 し進 めた.し か し,こ れに不満 を持つ

人々も多く,反 政府運動が国民的な拡がりを

見せるようになり,自 由民権運動がおこり,

不満をもつ人々はこれに呼応 した.

そこで,明 治12年(1879年)文 部省は中央

,

集権的,画 一的な 「学制」を改めて,ア メリ

カの自由思想を範にした 「教育令」 を公布 し

た.

「教育令」では,就 業年限を4年 まで短縮

することを認め,1ヶ 年に4ヶ 月以上授業す

ればよいことにした.ま た,女 子には裁縫等

を設けることができるようにした.

「教育令」 は各地方の実情
,即 ち経済力や

民意に応 じた教育をめざしたのであるが,学

校負担に耐えかねていた町村の中には,廃 校

にしたり,退 学者がふえたりして学校教育を

混乱 させた.

そこで,明 治13年(1880年)急 遽 「教育

令」を改正 して,官 僚統制を強化 し,初 等3

年,中 等3年,高 等2年 とした.

明治15年(1882年)後 半より数年 にわたっ

て,深 刻な経済不況となり,米 や蚕の価格が

底落 して,農 家の生活は著しく困窮 した.

明治19年(1886年)文 部省は 「教育令」を

廃 して 「小学校令」を公布し,尋 常4年,高

等4年 と改め,明 治33年(1900年)尋 常小学

4年 間義務とし,明 治34年 より尋常科授業料

の徴収を原則的に廃止 して,小 学校教育はこ

こに始めて事実上義務教育となった.

明治41年(1908年)よ り更に尋常6年 間義

務とし,第 二次世界大戦後,6・3制 となる

まで続いた.

以上の如く,政 府の政策は時に朝令暮改で

目まぐるしく変化 し乍 らも,学 校教育は少し

ずつ定着 して行 った.

N授 業 料

厂学制」の公布によって日本の小学校教育

はここに開かれた.政 府は国民に就学を奨励

し,警 察力まで動員 して学令児童を就学 させ

ようとした.し か し就学率は容易に伸びなか

った.

その理由は先にも述べた如く,学 校教育に

対する意識の低さや教育内容と共に,受 益者

負担による地元民の負担と授業料にあると思
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わ れ る の で,授 業 料 につ いて 調 査 を行 っ た.

明治5年8月3日 文 部 省 布 達 第13号 別 冊

学 制3)第94章 に 「… … 生 徒 ノ授 業 料 … …

小 学 校 ニ ア リ テハ1月50銭 ヲ相 当 トス 外 二

25銭 ノー 等 ヲ設 ク… …」 と あ る.

か くの 如 く,「 学 制 」 で は1人 月 額50銭 な

い し25銭 の授 業 料 を と る こ と が で き る と した

が,当 時 の 人 達 に とっ て そ れ は高 額 で あ っ た.

米 価4)は 明 治6年 頃,1升5銭 位 で あ っ

た.

嶺小学校8)明 治32年 ごろ

1学 年2学 年3学 年

3銭 5銭 7銭

4学 年

群馬県5)で は,明 治6年3月28日 付で督

学局へ 「生徒授業料ハ土地 ノ貧富ニヨリ同ジ

カラズ ト雖モ……現今の処迚も50銭 ヲ収ムル

能ハス 依 テ……上等25銭 下等12銭 半…
…」と屈け出た.文 部省が定めた額では最初

から高額すぎると判断 したのであろう.

明治6年 明治7年

上等25銭 上等 25銭

下等12銭 半 中等 12銭

下等 5銭 ないし3銭

しかし,こ れでもまだ無理な人々がいるた

めか,翌 年直ちに改正して段階を増 し,低 額

を設定 した.

県としては授業料を以上の如く定めたが,

実際は土地の事情(地 域住民の寄附や割付金

の多少)や 学校の事情(就 学児の家庭の事

情)等 によって,そ れぞれに定めていたよう

である.例 えば,

桃井小学校6)

上等25銭 下等12銭 半

明治5年 より大正8年 まで改定なし.

敷島小学校7)

明治6年 明治26年 明治34～40年明治41年 羽治43一瓩8年

上 等25銭

下等12銭半

高等25銭一40銭

尋常15銭

0

0

高等30銭

尋常30銭

高等40銭

尋常10銭

10銭

ちなみに米価(東 京相場)は

明治6年26年32年41年 大正8年

5銭7.5銭10銭16銭46銭

位であった.

埼玉県9)で も 「学制」 に定 められている

より低額におさえ,貧 富に従って3段 階で発

足 したが,翌 年直ちに,更 に低額を設定 した.

明治6年 明治7年

上等 25銭 1等 20銭

中等 15銭 2等 15銭

下等 10銭 3等 10銭

4等 7銭

5等 5銭

しかし実際は,こ れでも児童を就学させる

ことは親にとって大変なことであったようで

あり,学 校 としても,授 業料の徴収 は困難を

極めたようである.

明治22年10月 埼玉県 「群長答申書」10)

によれば,

「一…何分徴収ノ当日持参スルモノハ生徒

ノ3分 ノー,其 一部ハ其月若 クハ翌月,他

ノー部ハ怠納 トナル,此 ノ怠納者二向テ厳

敷催促スルハ逐二出校セザルニ至ル・・…・」

これは,ひ とり埼玉県に限 らず,他 府県で

も同様の様子であった.ま た

明治23年 埼玉県 「巡視録」11)(下)に

「……授業料納期ノ2～3日 前ヨリ 往々

休業スルモノアル景況ナリ……」 とある.

授業料を納められない児童が,い かに心を

痛め,悲 しい思いをしたかを知ることができ

る.

埼玉県では明治25年 より,個 々の小学校は

それぞれの実情に合わせて授業料を定めてよ

いことにした.例 えば
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浦和町小学校12)明 治25年

1年 2年 3年 4年

1等

2等

10銭

5銭

10銭

10銭

20銭

10銭

20銭

10銭

ここでは貧富と学年によって定め,授 業料

の上昇による途中退学を防ぐために,2等 は

2年 生以上同額とした.

木崎小学校13)明 治25年

1年 2年 3年 4年

1等 10銭 12銭 15銭 20銭

2等 6銭 8銭 10銭 15銭

3等 2銭 4銭 6銭 8銭

ここでは最低額を2銭 として就学し易いよ

うにした.そ れでも,

石田朝吉氏 明治17年 生 木崎小
「……月謝が払えなくて学校に行かない

人もずい分いました」

木村勝次氏 明治26年生 嶺小

「その頃の物価から考えると月謝は割高

だったように思える.だ から月謝を納め

られない人,家 で子供を使いたい人は学

校に出さなかった……」と語っている.

いかに授業料が就学を妨げていたかを知る

ことができる.

V学 用 品

教科書や学用品はすべて自費で購入しなけ

ればならなかった.学 用品としては,明 治の

終 り頃までノー トは殆ど使用せず,主 なもの

は石盤,石 筆であった.

石盤,石 筆の価格14)

明治7年 石盤 大31銭3厘

中26銭8厘2毛

小25銭2厘2毛

石筆1本9厘

習字用半紙の価格a)

明治30～35年 頃1枚1～2厘

これはあまり上等でない安いものの価格で,

現在の習字用半紙 より,や や厚手であったと

いう。これを清書用 として,1枚,2枚 と買

ったそうである。

教科書の価格 例えば

小学修身書巻46銭5厘 明治14,7出 版

小学修身書巻99銭5厘 明治14,7出 版

尋常小学修身書巻111銭 明治25,9出 版

小学唱歌 巻17銭 明治26,9出 版

〃 巻212銭 〃

〃 巻313銭 〃

〃 巻414銭 〃

尋常小学裁縫教科書児童用13銭

明治36,3出 版

これらは極一部にすぎない.教 科書は数冊

必要とするものであり,学 用晶も高価であっ

て,子 供を入学させることは家庭にとって容

易ならざるものであった.

V[所 得と就学率

小学校の就学に授業料を納めた頃の人々の

生活水準(所 得)は,ど れ位であったであろ

うか.極 一部の豊かな人 を除いて,殆 どの

人々は貧しかったようである.

小学校が多くできた明治6年 の米価は,1

升約5銭 位であった.15)

明治11年,有 業者1人 当りの年収平均21円

とある.こ れは1ヶ 月1円75銭 にすぎない.

明治30年 頃の記録16)に よれば,農 村では

5段 歩耕作する中小小作人の1年 の収入は,

小作料,肥 料や種もみ代を除くと50円足 らず

であった.こ れは1人 分ではなく,家 族全員

で働いた一家中の収入と考えられる.
むしろ

農家の内職として 蓆 織 りが行われた.こ

れは16～7才 以上の者が夜遅くまで精を出し

て,や っと1日7銭 強にすぎない.「夫は作

男となりて地主の家に苦 しみ,妻 は子供の泣

き叫べるを傍に見て蓆を織るに疲 る」と記さ

れている.
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前橋市 は生糸の製糸工場で活況を呈 してい

たが,「 労働時間の如き,忙 しき時は,朝 床

を出でて直に業に服し,夜 業12時 に及ぶこと

も稀ならず……而して1ヶ 年支払う賃金は多

きも20円 を出でざるなり……」と.こ れを日

給に換算すれば6銭 弱,米 価は,当 時1升12

銭位であった.

機 を織 る労働者は,朝 から晩まで働いて最

上の人で12～3銭,木 綿物を織る人は7～8

銭であった.

このように一般に貧しかったようであるか

ら,親 は子弟を就学させたくてもできず,就

学率はなかなか伸びなかった.

明治17年 の就学調査を桃井小学校(表1)

敷島小学校(表2)に 見ると次の通 りである.

表1桃 井小学校就学調査 明治17年

連 雀 町 田 中 町

学 令 人 員 80 87

就 学 人 員 57(71°0) 44C47°o)

不 就 学 人 員 23(29°0) 47(53°0)

不 病 身 37

就
貧 困 9

学

出 寄 留 13
理

由 退 学 11

(桃井校百年のあゆみより)

表1か ら商家が殆どの連雀町より旧武士の

町田中町の就学率が著 しく低い.旧 武士の家

庭がいかに困窮していたかが伺える.

不就学の理由では病身が最も多いが,こ れ

は貧困など他の事情の代 りであろう.

出寄留は住みこみ奉公であろう.

退学者 も奉公に出ているものと思われる.

表2の 向町は製糸,撚 糸工場の多い地区で

ある.

不就学者のうち奉公が最も多く,次 に病身,

退学,貧 困であるが,年 令6才 の学令人員14

表2敷 島小学校就学調査 明治17年

＼ 6

歳

7

歳

8

歳

9

歳

10

歳

11

歳

12

歳

13

歳
合 計

学 令 人員 14 22 24 15 23 13 9 i 121

就学 人 員 6 18 20 10 14 7 4 0 79
(65.30

不就学人員 8 4 4 5 9 6 5 1 42
(34.7

不男 男 3 1 1 2 2 1 4 0 14

就女

学別 女 5 3 3 3 7 5 1 1 28

不 病身 3 2 0 1 1 2 i 0

●

就
貧困 1 1 2 1 1 2 0 0

学

理
奉公 4 1 2 i 4 1 2 1

由 退学 0 0 1 2 3 1 2 0

(敷島小学校百年史より)
(注)8歳 の不就学理由に誤差があるが,そのまま記述

する。

人のうち,4名 が奉公に出ている.い かに貧

しく,学 令期に達するころか ら奉公に出てい

たかがわかる.な お,不 就学者のうち,3分

の2は 女子である.

田村茂平氏語る 明治20年 末敷島小生徒

「その当時,商 人は学校へ行く必要はな

いと云って,工 場や年期奉公に行 く子 ど

もが多かった.学 校へ行かなくても,社

会に出て特別不利なことはなかった.男

が行かないのだから女は尚更行 く者 は少

なかった.学 校へ入っても中途でやめて

しまう者もいた.ま わりの友達はどこへ

行ってしまったかと思う程度だった」

木村勝次氏語る 明治26年 生 嶺小
「……家で子供を使いたい人は学校へ出

さなかった.家 でも女の子 は学校へ行か

なくてもよいと言うので,姉 は義務制に

なるまで学校に行かなかった.」

このように,学 校教育に対する意識の低さ

と共に貧困(生 活水準の低 さ)か ら,学 令期

位の年令になれば,家 の手伝いをさせられた

り,子 守に出たり,製 糸工場へ女工として雇

.,



写 真1子 守 学 校(ふ る さとの想 い 出写 真集"前 橋"よ り)

われて,学 校どころではなかったと言われる.

特に女子は男子に比べて就学率が低い状態

であった.

W変 則 学 校

文部省では小学校を国民が必ず学ばなけれ

ばならない基本的な学校とした.そ して,そ

の他に女児学校,貧 民学校,小 学私塾の設置

を認めている.

自治体では住民の実情に合わせて,変 則学

校や簡易学校を開設 して,普 通の小学校に入

学 し難い人達でも就学できるように努めた.

1子 守学校(子 守学級)

明治10年 「貧民の子女を学に就かしむるの

法」(文 部省第5年 報)を 定めて,赤 貧のた

め就学できないものには,区 内有志の寄附金

をもって書籍や必需品を貸与し,授 業料を免

除して入学 させることにした.し かし貧困を

理由に就学を逃れる者もあるので,保 児教育

所,即 ち子守学校を設けてこの欠陥を補おう

とした.

子守学校(子 守学級)の 起源17)は判然 と

しないが,茨 城県で明治16年 に渡辺嘉重が開

設 したのが最も古いようである.明 治中期ご

ろか ら子守子女に対 しての教育が叫ばれ,各

県に子守学校(学 級)が 開設 されていったよ

うである.

写真118)は 群馬県内の子守学校児童の明

治30年代の写真である.子 守のために就学で

きない児童のために作 られた学校で,明 治30

年代群馬県下各地に設立されていたと云う.

子供達の姿は縞の着物,前 かけ,縞 のねん

ねこ,黒 えりのねんねこや袢祇,下 駄か草履

ばき,頭 は稚児まげや引つつめ髪,子 守手拭

を結んでいる子もいる.こ の日のために(写

真を撮るためであろう)袂 の長い特別の着物

を着せてもらっている児童 も,背 中に子供を

くくりつけられているのは哀れである.
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2変 則夜学校

学令外の少年や商店に丁稚や年期奉公等で

他家に雇われている者のために,夜 間開設す

る学校である.人 口の密集している地区に設

置された.

3工 女余暇学校

群馬県では製糸工場内におかれ,秋 分より

春分までの間,午 後7時 より10時迄,修 業年

限4年 として開設 された.

変則夜学校や余暇学校は日本中いたる所に

おいて,そ れぞれの実情に合わせて開設され

ている.・

4そ の他

埼玉県でも小学簡易科(3年)や 夜間小学

校が開設 されていた.浦 和市大久保小学校
19)に 明治23年 まで

,す べて町村負担による

簡易科が設置されていた記録がある.

明治12年 「文部省第7年 報」に,「農家の

子女は小さい時か ら家事を手伝わなければな

らないか ら,学 令より2～3期 前に入学 させ

ることが必要である.簡 易の方法を与えて就

学の便利を計るべきである」と記されている.

大正元年10月 より前橋市では,就 学年令が

過ぎてしまった年長者,ま たは極貧で普通の

小学校に入学できない者,あ るいは貧困のた

め中退した者に対して,一 定期間を設 けて教

育を受けさせる特別授業 も行われた.

大正6年10月 上毛新聞20)
「……普通1年 を要する科目を短時日で

仕上げに到着 させようとするのであるか

ら,国 語の時間などは急行列車のような

状態で授業させている.… …泣き出 した

嬰児を軽 くふり乍 ら,国 語読本を廊下で

慌しく読み耽る児童にも,教 師の努力の

輝きが見 られる」

その他種々の方法によって子供達は育って

行った.

V皿 就学率と出席率

図1は 「学制」が施行されてから明治の終

りごろ迄の就学率 を示すものである.

関係者の並並ならぬ努力にもかかわらず,

就学率は容易にのびなかった.

全国平均では明治6年28%位 の就学率で学

校教育は出発 し,明 治16年 になってやっと

50%位 となり,明 治34年 か ら原則的に授業料

を廃止 して急上昇 した.そ の当時の様子を

木村勝次氏語る 明治26年 生 嶺小

「明治32年4月 入学…男7人 女3人

明治34年 より義務(授 業料廃止)に なり,

12才以卞の人はこの年から学校に入学 し

なければならなくなり,年 令の多い人は

1年 で卒業した.

明治35年 …明治32年入学者が4年 生 にな

った時,4年 生は64人 いた.」

いかに授業料が就学の防げとなっていたかが

伺える.

また,出 席率は全般に低 いものであった.

群馬県は明治7年 から10年間位,県 令が特

に教育と産業を強力に推進 したので,就 学率

は全国平均より著 しく上廻 ったが,出 席率は

平均より低いものであった.明 治8年 より18

年までの(途 中13,14年 不明)全 国平均出席

率67.3%で あるのに対して,群 馬県では平均

61.8%に すぎない.こ れは学令期ともなれば,

製糸工場などへ勤めれば安 くても賃金が得ら

れるので,強 力な就学督励に対 して,一 応は

入学するものの,学 校の方 は欠席 して勤めに

励んでいたのではないかと推察される.

埼玉県は農村地帯で,群 馬県の如 く特に顕

著な産業もなく,一 般的に貧しかったため,

就学率が低かったのであろう.

特に雨の降る日には出席率が悪かったよう

で,傘 を持たない児童がかなりいたようであ

る.

前橋市では大正元年,学 令児童保護会が結

成され,貧 困による不就学,不 出席をなくす

ために,学 用品,教 科書,雨 傘,弁 当や裁縫

の布等を支給 している.

雨が降ります 雨が降る
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遊びに行きたし 傘はなし

紅緒のカッコの 緒も切れた

これは大正7年 赤い鳥9月 号に発表さ

れた,北 原白秋の詩である.当 時の子供の姿

をそのまま表現 したものと思われる.

D(学 童 の 生 活

小学校に就学させてもらっている子供達の

生活は,ど のような様子であったであろうか.

布施川勇喜氏 明治32年入学 笂井小21)

「尋三以上になると日課として,馬 の飼

料カイバ切 り,春 夏は草刈 り,草 を切 っ

てカイバにする.夕 方風呂の湯を立てる.

朝には湯をくみ出して溜に入れる.夜 は

藁 うち,縄 ない……」

松井志づ井氏 明治40年生 木崎小

「お風呂をわかしたり,お 使いに行った

りで,勉 強などしていると,学 校でする

だけで沢山だと云われました」

中島とも氏 明治43年 入学 笂井小

「当時は家の忙 しい時は家の手伝いをす

るため,子 供のお守 りをし乍 ら学校へ行

きました」

大郷みつ氏 明治42年 生 木崎小

「当時2才 から3才 だった妹を連れて(子

守りのため)学 校 に行きました.… …家

に帰れば飯たき,掃 除,明 日のご飯のし

かけ.味 噌汁だって味噌をすって作った

ものです……」

松本繁治氏 明治44年 生 木崎小

「勉強などは学校にいる時だけで,家 に

帰ると,両 親 は田畑の手伝いをさせるの

に待っていたものです」

井野義雄氏 明治43年入学 笂井小

「家に帰れば農作業の手伝いか子守で,

昼間は勉強できないので,夜,暗 いラン

プの下で本を読みました」

この ように学令期ともなれば家族労働力の一

員として,子 供にも充分に分担があった.

家の内外の掃除,水 くみ,ふ ろたき,子 守 り,

草とり,動 物の飼育やお使い,女 子 は飯たき

その他炊事などもあり,勉 強は学校 にいる時

だけであった様子である.

X学 童 の 姿

小学校に通 う子供達の姿はどんな様子であ

ったであろうか.

明治から大正時代末期までは縞か絣の着物
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を着て,藁 か竹皮の草履をはき,本 や学用品

はフロ敷に包んで背負い,冬 になっても足袋

など穿く子供は少なく,赤 切れを作 っていた.

というのが大方の姿であった.こ れについて

は第2報 以下で報告する.

松本なか氏 明治34年生 木崎小

「弁当は瀬戸引きかこうり等の入れ物で
,

おかずは梅ぼしか味噌漬けで,魚 が入っ

ていれば上等の方でした」

布瀬川勇喜氏 明治32年 入学 笂井小

「弁当は,さ つまいも,里 芋混りの御飯,

ひきわり飯や米飯等いろいろでした.農

家 は経済上自家生産米は販売 し,安 い外

米を買って食べた人も多かった」

学童達 は背中の荷物をカタカタいわせ乍ら,

このような弁当を下げて通学 していた.

弁当を持参できる子は良い方で,弁 当を持

たない子供もかな り居たようである.

明治45年6月28日 弁当調べ(桃 井小学校)

当日出席児童数901名

弁当を持参 しない者54名(6%)

Xl袴

明治以降の学童の衣生活を調査するとき,

袴着用の姿を見る.江 戸時代には男子に限ら

れていた袴 を,男 女を問わず着けている.そ

こで,学 童の袴について調査を行った.

明治4年8月18日 太政官日誌22)

平民襠,高 袴,割 羽織,着 用可為勝手事.

とある.

これにより,そ れまで士分の者のみに許さ

れていた羽織,袴 が一般の者にも着用できる

ようになり,勝 手次第となった.そ れ故男子

は勿論,お 茶の水女子師範学校をはじめ,各

地の女子師範を中心に,男 子用の袴をつけた

のが,女 子が着袴した始めのようである.

明治7年1月15日 郵便報知23)に,厂 国

辱女子の袴」の見出しで投書がでている.

「近来笑ふべき一事あり,女 子にして男

子の袴を穿つ是なり……婦女子にして袴

を着 し昂然として毫 も恥る意なし……」

それに対して 明治7年1月23日 反論

「婦女子着袴の事を論 じて醜態 とす.抑

我国男女の制服未だ確定せず……我婦

女子の風俗動もすれば股脛を露わし,醜

態あり,授 業場においても大いに不体裁

なるを以て,仮 りに入校の女生徒に着袴

すべきの令あり……追て女服制令出る日

まで男袴 をか りに用ゆる可なるべ し…

"'J

このような理由で師範学校の女生徒が男袴

を着用 したのが始まりのようである.こ の時

用いられた袴は小倉の袴24)で あったと云う.

従来,女 は家の内側にのみ目を向け,外 の

世界即ち社会活動は男子のみの仕事 とされて

いたが、新 しく社会に目を向け、社会活動を

志 し始めた女性が,活 発な動作に耐えられる

男袴を着用 し始めたものと思われる.こ れは

女子にとって服装の革命ともいうべきことで

あろう.

これより早 く,明 治5年,群 馬県に開業し

た富岡製糸場では,女 工と して士族の子女

210名 を集め,作 業場 にては袴を着用させて

いる25).

明治9年 には小学生が用いた記録がある.

明治9年6月20日 東京曙新聞26)

天皇奥羽御巡幸の節

「……森宿村の辺にて須賀川小学校の生

徒6-一一700人,道 の両側に整列 して見送

り奉る.6～7才 以上の男子は一様に黒

の洋服,12～3才 以上の女児は一様にゆ

うぜん染の着物に仙台平をつけたり…

゜'°」

と あ る.

その 後,女 子 の着 袴 に対 す る男 性 の烈 しい

反 対 の 世論 に あ い,一 時 は影 を ひ そ め た.し

か し明 治25年 ご ろ に は,制 服 と して定 め られ

て は いな い も のの,女 学生 の風 俗 と して定 着

して い た よ う で あ る.

明 治25年 風 俗 画 報40号27)に
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「……今の学生……黄八丈の小袖に紫朱

子の袴をはき……」

とある.小 倉の袴や仙台平の袴では女性 らし

くないので,女 性 らしく美 しく品のある厚手

織物として,紫 色の朱子で袴を作ったのであ

ろう.

その後,女 子の袴の布は毛織物が定着 した.

日本での毛織物生産は明治9年(1876)に

はじめて官立の千住製絨所ができたが,こ こ

での製品は殆ど軍隊用であった.明 治29年 前

後になって私立の毛織物工場が相次いで設立

され,メ リンス,セ ル,毛 布等が生産されは

じめた.

それまで毛織物は外国よりの輸入品であっ

たが,こ れによって,国 産の毛織物が入手 し

易 くなり,毛 織物の袴が普及するようになっ

たものと推察される.明 治40年 ごろには,毛

織物を生産する工場は20社位にも達 した.そ

の当時は未だ平織のみであったが,大 正に入

り,サ ージが生産されるようになった.

明治32年 ごろから,エ ビ茶の袴に靴を履く

制服ができたようである.

女学生が使用すると小学校高等科の生徒も

用いるようになり,次 第に尋常科の者にも移

って行ったと推察される.

明治30年 代,前 橋尋常小学校生徒心得28)

の中に,

「帯,袴 又は前掛の紐は,休 み時間中に

結び置くべし」

とあり,小 学生が次第に袴を用いるようにな

ったため,そ れを就学普及上心配 した告論が

明治36年 群馬県において出されている.
「小学校女生徒に着袴せしむる如きは教

育管理の上に於ては至極便宜の方法に有

之候得共,土 地の情況に依ては,貧 者の

子女に迷惑を感ぜしめ,就 学普及の妨 げ

となる懸念あるにも聞及候……」と,

このように袴は明治30年代に,男 女の別なく

小学生の服装の中に定着 し,洋 服へ移行する

まで用いられた.

XII結 語

我国の小学校教育は明治5年 に 「学制」が

公布されて以来,幾 多の変遷を経ながら今日

に至った.そ の間,政 府の政策に反対する民

衆の暴動,反 政府運動,経 済恐慌や天災等も

数多くあった.

民衆は貧しく,学 令期位になれば一家のた

めに奉公に出る子供,授 業料が払えないため

就学できない子供,家 族労働力の一員として

働 く子供等がそこにはあった.し か し,関 係

者や教育に理解を示す多くの人々の努力によ

って,明 治の末には98%に 近い就学率に達し

た.今 日の日本の繁栄の基礎はここにあると

思われる.

学童の服装 は,ゆ るやかにしか し確実に変

遷 して行 く.

第一報は,明 治,大 正から第二次世界大戦

前 ごろまでの学童の衣生活を調査研究するに

当り,概 論 として,群 馬県前橋市と埼玉県浦

和市を中心に,学 童をとりまく教育,社 会や

経済情勢と,服 装の中の一つ、袴について述

べた.

本研究を調査するにあたり,資 料を御提供

下さった小学校や図書館,資 料館,そ の他御

協力頂いた多くの方々に深 く感謝の意を表 し

ます.
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